
子どもの権利擁護委員（子どもオンブズパーソン）の役割

子どもの権利や利益が守られてい
るか、行政から独立した立場で監
視します。

子どもの権利に関する理解を促進
するための普及啓発や、取組内容
の報告等を行います。

個別救済 制度改善

子どもの同意のもと、必要な助言
や支援、関係機関との調整を行い
ながら、子どもの希望に沿った解
決を目指します。
必要に応じて、関係機関への調査
や勧告等を行います。

子どもの代弁者として、子どもの
権利の保護・促進のために必要な
法制度の改善の提案や要請を行
います。

モニタリング（監視） 広報・普及啓発

子どもの権利擁護委員

（子どもオンブズパーソン）

・・・子どもの希望に

沿った解決に向けて、

一緒に考えます。

秘密は守ります。

「 子どもの最善の利益 」 を目指す

個別救済 とは ～解決までのイメージ～

相 談 支援・調整 等 勧告や意見表明 等

子どもに関する

ことなら誰でも

・・・子どもの代弁者として、

助言や支援、関係機関（関

係者）との調整活動等を行

います。

・・・是正措置の勧告や意見

表明等を行います。

（必要に応じて） （必要に応じて）

子どもの希望に沿った解決（権利救済）

令和４年１月18日

子どもの権利に関する条例検討委員会
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